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一　

は
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に

　

二　
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対
象

第
二
章　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
扶
養
料
の
償
還

　

一　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
の
成
立
史

　
　
（
一
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
〇
九
条
二
項
旧
規
定

　
　
（
二
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定

　
　
（
三
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条

　

二　

償
還
請
求
権
者

　

三　

過
去
の
扶
養
料
請
求
の
可
否
と
請
求
権
の
移
転
の
範
囲

　

四　

過
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負
担
の
回
避
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第
三
章　

償
還
の
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一　

問
題
の
所
在

　

二　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
八
年
四
月
一
六
日
判
決

　
　
（
一
）　

事
案
の
概
要

　
　
（
二
）　

判
旨

　
　
（
三
）　

小
括

　

三　

本
判
決
の
消
滅
時
効
へ
の
影
響

第
四
章　

お
わ
り
に

第
一
章　

序
章

一　

は
じ
め
に

　

法
的
な
父
子
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
場
合
で
も
、
そ
の
父
子
関
係
が
必
ず
し
も
生
物
学
的
な
父
子
関
係
と
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
的
な
父
が
、
子
と
の
間
の
生
物
学
的
な
父
子
関
係
の
不
存
在
を
知
ら
ず
に
子
を
養
育
し
、
長
期
間
扶
養
料
を
給

付
し
た
後
に
、
真
実
を
知
る
こ
と
も
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
法
的
な
父
子
関
係
を
争
う
場
合
、
嫡
出
推
定
に
よ
る
父
子
関
係
は
、
嫡
出

否
認
の
訴
え
に
よ
り
（
民
七
七
四
条
・
七
七
五
条
）、
認
知
に
よ
る
父
子
関
係
は
、
認
知
無
効
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
否
定
す
る

制
度
と
な
っ
て
い
る
（
民
七
八
六
条
）。
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
提
訴
期
間
は
、
夫
が
子
の
出
生
を
知
っ
た
と
き
か
ら
一
年
以
内
で
あ
り
（
民

七
七
七
条
、
夫
が
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
の
例
外
に
つ
い
て
は
七
七
八
条
）、
提
訴
権
者
は
夫
の
み
で
あ
る
（
民
七
七
四
条
、
夫
が
成

年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
と
死
亡
し
た
場
合
の
例
外
に
つ
い
て
は
人
訴
法
一
四
条
・
四
一
条
）。
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
厳
格
に
提
訴
期
間
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と
提
訴
権
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
で
は
、
婚
姻
中
に
妻
が
懐
胎
し
た
場
合
で
も
、
一
定
の
場
合
に
は
嫡
出
推
定
が
及
ば

な
い
こ
と
と
し
（﹁
推
定
の
及
ば
な
い
子
﹂）、
提
訴
権
者
や
提
訴
期
間
の
制
限
の
無
い
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
父
子
関
係
を

否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
推
定
が
及
ば
な
い
も
の
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
一
貫
し
て

外
観
説
の
立
場
を
採
っ
て
お
り
、
最
一
判
平
成
二
六
年
七
月
一
七
日
民
集
六
六
巻
六
号
五
四
七
頁
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
立
場
が
改
め
て
明
ら

か
と
な
っ
た）

1
（

。
ま
た
、
認
知
無
効
の
訴
え
は
、
利
害
関
係
人
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
提
訴
で
き
、
提
訴
期
間
の
制
限
も
な
い
。
最
三
判
平
成
二

六
年
一
月
一
四
日
民
集
六
八
巻
一
号
一
頁
は
、
自
ら
認
知
を
し
た
者
で
さ
え
、
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
的
な
父
子
関
係
の
否
定
制
度
の
も
と
で
は
、
一
定
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
法
的
な
父
子
関
係
を
長

期
間
経
過
後
に
争
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
嫡
出
否
認
の
訴
え
に
よ
り
嫡
出
推
定
が
覆
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
効
果
は
出
生
時
に
遡
及
す
る
と

解
さ
れ
て
い
る
た
め）

2
（

、
子
は
遡
及
的
に
嫡
出
で
な
い
子
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
子
は
出
生
時
よ
り
母
の
非
嫡
出
子
と
な
り
、
父
子
関
係
は
遡

及
的
に
消
滅
す
る
。
認
知
無
効
の
訴
え
に
よ
り
認
知
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
法
的
な
父
子
関
係
は
遡
及
的
に
消
滅
す
る）

3
（

。
一
方
、
親

子
関
係
不
存
在
確
認
訴
訟
や
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合
に
父
子
関
係
の
不
存
在
の
効
果
が
判
決
や
審
判
の
確
定
時
を

基
準
と
し
て
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
嫡
出
否
認
や
認
知
無
効
の
場
合
と
同
様
に
子
の
出
生
時
ま
で
遡
及
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
審
判
や
判

決
に
よ
り
、
出
生
時
に
父
子
関
係
は
不
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
解
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い）

4
（

。
し
か
し
、
親

子
関
係
の
存
在
が
、
審
判
や
判
決
以
降
に
の
み
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
は
、
父
子
関
係
不
存
在
の
事
実
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く

人
事
訴
訟
で
あ
る
嫡
出
否
認
や
認
知
の
効
果
が
出
生
時
ま
で
遡
及
す
る
（
民
七
八
四
条
）
こ
と
に
照
ら
し
て
も
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く）

5
（

。
し
た
が

っ
て
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
や
審
判
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
子
の
出
生
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
父
子
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
父
子
関
係
が
遡
及
的
に
消
滅
す
る
と
、
法
的
父
子
関
係
に
伴
う
権
利
義
務
も
遡
及
的
に
消
滅
す
る
。
す

な
わ
ち
、
法
的
な
父
が
上
述
し
た
い
ず
れ
か
の
方
法
で
父
子
関
係
を
争
い
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
法
的
な
父
子
関
係
だ
け
で
な
く
、
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そ
の
地
位
に
基
づ
く
扶
養
義
務
も
消
滅
し
、
結
果
と
し
て
義
務
な
く
子
を
扶
養
し
た
こ
と
に
な
る）

6
（

。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
的
な
父
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
男
性
が
、
こ
れ
ま
で
に
支
払
っ
て
き
た
扶
養
料
は
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
で
き

る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
に
な
い）

7
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
高
判
平
成
二
〇
年
二
月
二
八
日
判
例
集
未
掲
載
（
以
下
、﹁
平
成
二
〇
年
判
決
﹂

と
い
う
）
と
、
東
京
高
判
平
成
二
一
年
一
二
月
二
一
日
判
時
二
一
〇
〇
号
四
三
頁
（
以
下
、﹁
平
成
二
一
年
判
決
﹂
と
い
う
）
が
あ
る
。
平

成
二
〇
年
判
決
で
は
、
こ
れ
ま
で
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
Ｘ
が
、
先
行
す
る
調
停
に
従
っ
て
給
付
し
て
き
た
子
Ａ
の
養
育
費
に
つ
い
て
、

母
Y1
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
が
認
容
さ
れ
た）

8
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
二
一
年
判
決
で
は
、
Ｘ
が
母
Ｙ
に
対
し
て
、
約
二
〇
年
間
に

わ
た
り
支
出
し
た
子
Ａ
へ
の
養
育
費
相
当
額
（
一
八
〇
〇
万
円
）
に
つ
い
て
、
不
当
利
得
と
し
て
返
還
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
否
定

し
た）

9
（

。
し
た
が
っ
て
、
判
例
は
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
男
性
に
よ
る
扶
養
料
の
償
還
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
一
律
に
決
せ
ら
れ
て
い

る
状
況
に
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
い
ず
れ
も
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
男
性
と
子
の
母
と
の
関
係
で
養
育
費
の
給
付
が
不
当

利
得
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
本
来
子
を
養
育
す
べ
き
立
場
に
あ
る
真
の
父
に
対
し
て
償
還
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
仮
に
母
や
子
に
対
す
る
不
当
利
得
が
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
事
案
が
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
母
に
対
す
る
不
当

利
得
が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
は
、
母
は
自
身
が
負
担
す
べ
き
扶
養
料
を
超
え
て
、
扶
養
を
負
担
し
た
こ
と
に
な
り
、
子
に
対
す
る
不
当
利
得

が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
は
、
子
は
本
来
得
ら
れ
る
は
ず
の
扶
養
料
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ま
で
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
男
性
に
返
還
し
た
後
に
、
改
め
て
真
の
扶
養
義
務
者
た
る
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
迂
遠
で
あ
り
、
妥
当
な
解
決
と
は
言
え
な
い
。
要
す
る
に
問
題
は
、
子
の
養
育
に
必
要
と
さ
れ
た
費
用
は
誰
が
負
担
す
べ
き
で

あ
っ
た
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
男
性
が
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
直
接
扶
養
料
の
償
還
請
求
が
で
き
れ

ば
、
よ
り
問
題
の
本
質
に
適
っ
た
解
決
が
で
き
る
と
い
え
る
。
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こ
れ
ま
で
父
と
し
て
扶
養
料
を
給
付
し
て
き
た
者
の
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
直
接
の
扶
養
料
償
還
請
求
は
、
ド
イ
ツ
で
は
明
文
規
定
で

認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
（
以
下
、﹁
Ｂ
Ｇ
Ｂ
﹂
と
い
う
）
一
六
〇
七
条
三
項
は
、
第
三
者
が
子
に
父
と
し
て
扶
養
を

給
付
し
て
き
た
場
合
に
、
子
の
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
を
第
三
者
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
と
生
物
学
上
の
父
と

の
間
で
の
直
接
の
償
還
請
求
を
可
能
に
し
て
い
る）
₁₀
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
制
定
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
数
次
の
改
正
を
経
て
、
こ
れ
ま
で
法
的
な
父
と
さ
れ
て
き
た
男
性
だ
け
で
な
く
、
子
の
母
の
夫
た
る
継
父
や
、
父
子
関
係
が
存
在
す

る
と
誤
信
し
て
扶
養
料
を
給
付
し
て
き
た
第
三
者
さ
え
も
、
償
還
権
利
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は

数
十
年
間
に
わ
た
り
こ
れ
ら
の
者
が
給
付
し
て
き
た
扶
養
料
の
償
還
に
応
じ
る
こ
と
が
、
生
物
学
上
の
父
に
と
っ
て
過
大
な
負
担
に
な
る
こ

と
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
扶
養
権
利
者
た
る
子
の
現
在
ま
た
は
将
来
の
扶
養
が
で
き
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
規
定
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
が
い
か
な
る
改
正
を
経
て
成
立
し
、
ど
の

よ
う
な
内
容
の
条
文
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
父
と
し
て
こ
れ
ま
で
扶
養
を
行
っ
て
き
た
表
見
上
の
父
の
生
物
学
上
の
父

へ
の
償
還
請
求
に
関
す
る
論
点
や
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
父
と
し
て
扶
養
料
を
給
付
し
て
き
た

男
性
に
つ
い
て
、
か
つ
て
法
的
父
子
関
係
が
存
在
し
た
者
も
、
存
在
し
な
い
ま
ま
に
父
で
あ
る
と
誤
信
し
て
給
付
し
て
き
た
者
も
﹁
表
見
上

の
父
﹂
と
表
記
す
る
。
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第
二
章　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
扶
養
料
の
償
還

一　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
の
成
立
史

（
一
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
〇
九
条
二
項
旧
規
定

　

前
述
し
た
通
り
、
表
見
上
の
父
の
生
物
学
上
の
父
へ
の
扶
養
料
償
還
の
制
度
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
制
定
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
当
初
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
〇
九
条
二
項
旧
規
定
に
お
い
て
、
母
ま
た
は
母
の
血
族
が
子
に
扶
養
を
給
付
し
た
限
り
で
、
子
の
父
に
対
す
る

扶
養
請
求
権
が
母
や
母
の
血
族
に
移
転
す
る
こ
と
（übergehen

）
が
規
定
さ
れ
て
い
た）
₁₁
（

。
す
な
わ
ち
、
母
や
母
の
血
族
だ
け
が
償
還
権
利

者
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
以
下
、﹁
Ｂ
Ｇ
Ｈ
﹂
と
い
う
）
一
九
五
七
年
二
月
二
七
日
判
決
に

よ
り）
₁₂
（

、
こ
れ
ま
で
法
的
な
父
と
見
な
さ
れ
て
き
た
母
の
夫
が
、
母
と
の
婚
姻
中
に
出
生
し
た
子
に
扶
養
を
給
付
し
て
き
た
ケ
ー
ス
で
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
七
〇
九
条
二
項
旧
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
子
の
母
や
母
の
血
族
の
子
へ
の
扶
養
給
付
の
根
拠
は
血
族
関
係
で
あ

る
が
、
法
的
な
父
と
さ
れ
る
母
の
夫
も
、
そ
の
父
子
関
係
を
覆
す
ま
で
は
血
族
関
係
の
外
観
が
存
在
す
る
た
め
、
母
の
夫
と
母
や
母
の
血
族

と
を
同
等
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
や
、
子
の
母
や
母
の
血
族
で
は
な
く
、
母
の
夫
が
子
を
扶
養
し
て
い
た
場
合
だ
け
生
物
学
上
の
父
が
償

還
請
求
を
さ
れ
ず
、
利
益
を
得
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
母
の
夫
へ
の
拡
大
を
許
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
母
と
婚
姻

し
て
い
な
い
男
性
に
よ
っ
て
扶
養
料
が
給
付
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は）
₁₃
（

、
非
嫡
出
子
の
父
は
子
の
血
族
と
は
見
な
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ

は
一
貫
し
て
類
推
適
用
を
拒
否
し
て
い
た
。

（
二
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定

　

そ
の
後
、
一
九
六
九
年
の
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
（G

esetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen 
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）
に
よ
り
、
非
嫡
出
子
と
父
と
の
間
に
も
法
的
血
族
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
₁₄
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
新
た
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六

一
五
条
ｂ
が
規
定
さ
れ
た）
₁₅
（

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
一
項
は
、
父
に
対
す
る
子
の
扶
養
請
求
権
の
﹁
血
族
﹂
へ
の
移
転
を
規
定
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
七
〇
九
条
二
項
旧
規
定
で
既
に
規
定
さ
れ
て
い
た
母
や
母
方
の
血
族
へ
の
移
転
を
引
き
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、父
方
の
血
族
に
も
拡
大
し
た
。

こ
れ
は
、
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
父
と
非
嫡
出
子
が
法
的
な
意
味
に
お
い
て
も
血
族
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
扶
養

法
上
も
母
や
母
の
血
族
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
と
の
理
由
に
よ
る）
₁₆
（

。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
父
方
の
血
族
が
子
を
扶
養
し
て
い
た
場
合
に

は
、
そ
の
者
に
子
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
が
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
項
に
お
い
て
﹁
母
の
夫
﹂
へ
の
移
転
を
規
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
法
的
な
義
務
な
し
に
非
嫡
出
子
の
扶
養
を
負
担
し
て
き
た
継
父
に
も
子
の
扶
養
請
求
権
を
移
転
で
き
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ

た
）
₁₇
（

。
さ
ら
に
、
二
項
に
お
い
て
﹁
第
三
者
﹂
へ
の
移
転
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
父
と
見
な
さ
れ
て
い
た
者
が
母
と
婚
姻
し
て
い
た
場
合

の
み
な
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
一
貫
し
て
類
推
適
用
を
拒
否
し
て
い
た
、
母
と
は
婚
姻
し
て
い
な
い
者
も
、
償
還
権
利
者
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た）
₁₈
（

。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
の
意
義
は
、
子
が
、
血
族
や
母
の
夫
、
第
三
者
と
い
っ
た
扶
養
給
付
者
と
生
物
学
上
の
父
と
の
間
の
財
産
的
な
調

整
の
過
程
に
巻
き
こ
ま
れ
た
り
、
扶
養
給
付
者
と
生
物
学
上
の
父
の
両
方
か
ら
扶
養
料
を
受
け
取
り
、
二
重
の
満
足
を
得
る
こ
と
を
回
避
し
、

扶
養
給
付
者
か
ら
生
物
学
上
の
父
へ
の
直
接
の
償
還
請
求
を
承
認
す
る
こ
と
で
、
償
還
の
手
続
が
簡
素
化
で
き
る
点
に
あ
る）
₁₉
（

。
ま
た
、
扶
養

給
付
者
が
、
生
物
学
上
の
父
に
不
当
利
得
や
事
務
管
理
を
理
由
に
過
去
の
扶
養
料
を
請
求
し
て
も
一
般
的
に
は
認
め
ら
れ
に
く
い
と
い
わ
れ

て
き
た
。
不
当
利
得
は
、
子
に
対
す
る
生
物
学
上
の
父
の
扶
養
義
務
が
、
扶
養
給
付
者
の
給
付
に
よ
り
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
利

得
の
要
件
を
欠
く
と
さ
れ
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
も
、
と
り
わ
け
扶
養
給
付
者
が
父
と
誤
信
し
て
扶
養
を
給
付
し
て
い
た
場
合
に
は
、
自
己

の
行
為
と
し
て
給
付
し
て
い
る
た
め
、
主
観
的
な
要
件
を
欠
く
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）
₂₀
（

。
し
か
し
、
本
条
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
、

こ
う
し
た
一
般
的
な
請
求
権
に
よ
っ
て
償
還
を
求
め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た）
₂₁
（

。
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（
三
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
当
初
よ
り
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
は
区
別
さ
れ
て
き
た
。
扶
養
に
関
し
て
も
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
で
は
別
立
て
の
規
定

が
置
か
れ
て
お
り）
₂₂
（

、
前
述
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定
も
、
非
嫡
出
子
お
よ
び
そ
の
母
に
対
す
る
特
別
規
定
の
箇
所
に
定
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
を
一
律
に
区
別
し
て
取
扱
う
規
定
を
違
憲
と
す
る
判
決
な
ど
が
相
次
い

で
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
差
別
を
除
去
す
る
一
連
の
家
族
法
改
正
作
業
が
始
ま
り
、
そ
の
重

要
な
一
場
面
と
し
て
、
別
立
て
の
扶
養
規
定
を
統
一
し
、
平
等
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た）
₂₃
（

。
そ
こ
で
、
未
成
年
子
の
扶
養
法
の
統
一
に

関
す
る
法
律
（G

esetz zur V
ereinheitlichung des U

nterhaltsrechts m
inderjähriger K

inder

）
が
一
九
九
八
年
に
制
定
さ
れ
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定
も
現
在
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
に
受
け
継
が
れ
た
。
同
法
の
草
案
に
よ
る
と）
₂₄
（

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項

の
ね
ら
い
は
、
子
の
母
の
支
援
の
た
め
に
、
異
な
る
血
族
を
用
意
す
る
と
い
う
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定
の
目
的
を
、
す
べ
て
の
子
の

扶
養
に
同
等
に
敷
衍
す
る
こ
と
で
あ
り
、
直
接
的
に
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
血
族
に
も
子
を
扶
養
す
る
用
意
を
求
め
る
点
に
あ
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
の
規
定
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
項　

 

第
一
六
〇
三
条
に
基
づ
き
、
あ
る
血
族
が
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
限
り
で
、
次
順
位
の
血
族
が
扶
養
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
項　

 

あ
る
血
族
に
対
す
る
扶
養
請
求
が
国
内
に
お
い
て
排
除
さ
れ
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
も
前
項
と
同
様
と
す
る
。
そ
の
血

族
に
対
す
る
請
求
権
は
、第
一
項
に
よ
り
扶
養
義
務
を
負
う
他
の
血
族
が
扶
養
を
給
付
し
た
限
り
で
、そ
の
者
に
移
転
す
る
。

第
三
項　

 

親
の
一
方
に
対
す
る
子
の
扶
養
請
求
権
は
、
第
二
項
第
一
文
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
親
の
一
方
に
代
わ
っ
て
、
他
の
扶
養

義
務
を
負
わ
な
い
血
族
、
又
は
他
の
親
の
一
方
の
配
偶
者
が
扶
養
を
給
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
移
転
す
る
。
本
項
第
一

文
は
、
第
三
者
が
父
と
し
て
子
を
扶
養
し
て
い
る
場
合
に
も
準
用
す
る
。
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第
四
項　

 

扶
養
請
求
権
の
移
転
は
、
扶
養
権
利
者
の
不
利
益
に
な
る
と
き
は
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
の
通
り
、
三
項
に
よ
る
扶
養
請
求
権
の
移
転
は
、
二
項
一
文
の
場
合
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
生

物
学
上
の
父
と
の
父
子
関
係
が
法
的
に
確
定
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る）
₂₅
（

。
換
言
す
る
と
、
子
が
認
知
さ
れ
ず
、
ま
た
は
裁
判
上
父
子
関
係
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
扶
養
請
求
が
国
内
に
お
い
て
排
除
さ
れ
、
又
は
著
し
く
困
難
な
場
合
に
あ
た
る
と
さ
れ
る）
₂₆
（

。
以
下
で
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
に
よ
る
償
還
制
度
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
紹
介
す
る
。

二　

償
還
請
求
権
者

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
は
、
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
血
族
、
扶
養
義
務
を
負
う
親
の
一
方
の
配
偶
者
、
さ
ら
に
第
三
者
へ
の
扶
養
請
求

権
の
移
転
を
規
定
し
て
い
る
。
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
血
族
と
は
、
具
体
的
に
は
叔
父
や
叔
母
、
子
の
兄
弟
姉
妹
な
ど
で
あ
る）
₂₇
（

。
扶
養
義
務

を
負
う
親
の
一
方
の
配
偶
者
と
は
、
継
父
や
継
母
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
者
に
は
、
子
に
父
と
し
て
扶
養
を
給
付
し
て
き
た
す
べ
て
の
第
三

者
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
法
的
な
父
子
関
係
が
婚
姻
に
基
づ
く
の
か
、
認
知
や
裁
判
上
の
確
認
に
基
づ
く
の
か
は
関
係
な

く
、
自
身
が
父
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
否
か
も
問
わ
れ
な
い）
₂₈
（

。
仮
に
認
知
や
裁
判
上
の
確
認
を
せ
ず
、
法
的
な
父
子
関
係
が
な
か

っ
た
場
合
で
も
、
父
で
あ
る
と
誤
信
し
、
扶
養
を
給
付
し
て
い
た
場
合
に
は
、
第
三
者
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る）
₂₉
（

。
以
下
で
は
、
表
見
上
の

父
に
よ
る
移
転
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
二
文
）
に
絞
っ
て
議
論
や
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。

三　

過
去
の
扶
養
料
請
求
の
可
否
と
請
求
権
の
移
転
の
範
囲

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
二
文
に
よ
り
、
子
の
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
が
表
見
上
の
父
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
場
合
、
具
体
的
に
い
か
な
る
範
囲
で
請
求
権
が
移
転
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条
で
あ
り）
₃₀
（

、
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こ
の
規
定
は
、
過
去
の
扶
養
料
に
つ
い
て
定
め
て
い
る）
₃₁
（

。
同
条
一
項
で
は
、
義
務
者
が
扶
養
請
求
の
主
張
を
す
る
目
的
で
収
入
及
び
資
産
に

つ
い
て
の
情
報
の
付
与
を
求
め
ら
れ
た
時
点
や
、
義
務
者
が
支
払
い
を
遅
滞
し
た
時
点
、
又
は
扶
養
請
求
に
つ
い
て
の
訴
え
が
係
属
し
た
月

の
最
初
の
日
か
ら
、権
利
者
は
過
去
の
扶
養
の
履
行
又
は
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
項
は
過
去
の
扶
養
に
つ
い
て
ど
の
範
囲
で
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
制
限
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

同
条
二
項
二
号
ａ
に
よ
り
、
法
的
な
理
由
に
基
づ
い
て
扶
養
請
求
権
の
主
張
を
阻
止
さ
れ
て
い
た
期
間
に
関
し
て
は
、
一
項
の
制
限
な
く
履

行
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条
二
項
二
号
ａ
は
、
未
成
年
子
の
扶
養
法
の
統
一
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
廃
止
さ

れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｄ
旧
規
定
と
同
様
の
趣
旨
を
定
め
て
お
り）
₃₂
（

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｄ
旧
規
定
は
、
子
は
、
認
知
が
な
さ
れ
、
又
は

確
定
し
た
裁
判
に
よ
り
父
子
関
係
が
確
認
さ
れ
る
以
前
に
履
行
期
の
到
来
し
た
扶
養
料
額
を
過
去
の
分
に
つ
い
て
も
父
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
。
扶
養
権
利
者
た
る
子
は
、
法
的
な
父
子
関
係
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
は
父
子
関
係
の
法
的
効
果
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
旨
を
定
め
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
や
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
に
よ
り
、
父
子
関
係
の
認
知
や
裁
判
上
の
確
認
の
前

に
は
、
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
の
行
使
は
で
き
な
い
状
態
に
あ
る）
₃₃
（

。
す
な
わ
ち
、
生
物
学
上
の
父
と
の
間
で
法
的
な
父
子
関

係
が
で
き
る
ま
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条
二
項
二
号
ａ
の
規
定
し
て
い
る
﹁
法
的
な
理
由
に
基
づ
い
て
扶
養
請
求
権
の
主
張
を
阻
止
さ
れ

て
い
た
期
間
﹂
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
物
学
上
の
父
と
の
間
で
法
的
な
父
子
関
係
が
形
成
さ
れ
た
後
は
、
子
は
過
去
の
扶
養
料
に
関

し
て
も
子
の
出
生
時
に
遡
及
し
て
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
表
見
上
の
父
は
単
に
移
転
さ
れ
た
子
の
扶
養
請
求
権
を
主
張
す
る
だ
け
な
の

で
、
子
の
出
生
時
ま
で
遡
及
し
て
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る）
₃₄
（

。

　

表
見
上
の
父
が
金
銭
的
な
扶
養
を
し
た
か
、
実
際
の
監
護
に
よ
っ
て
扶
養
義
務
を
履
行
し
た
か
は
関
係
が
な
い
。
表
見
上
の
父
が
扶
養
義

務
を
監
護
給
付
に
よ
り
果
た
し
て
い
た
場
合
に
は
、
移
転
さ
れ
る
請
求
権
は
金
銭
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）
₃₅
（

。
し
か
し
、
表
見
上
の

父
が
給
付
し
た
費
用
の
全
額
が
請
求
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
給
付
す
べ
き
扶
養
の
程
度
は
扶
養
を
必
要
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち
子
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の
生
活
状
況
（L

ebensstellung

）
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
〇
条
一
項
）、
未
成
年
の
子
の
場
合
に
は
、

親
の
生
活
状
況
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る）
₃₆
（

。
表
見
上
の
父
が
扶
養
料
を
給
付
し
て
き
た
場
合
に
は
、
こ
こ
で
い
う
親
は
、
表
見
上
の
父
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
生
物
学
上
の
父
は
、
父
と
し
て
子
に
実
際
に
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

額
に
比
べ
て
高
額
の
扶
養
料
を
表
見
上
の
父
か
ら
請
求
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る）
₃₇
（

。
し
た
が
っ
て
、
子
に
対
し
て
負
担
す
る
扶
養
料
の
額

の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
生
物
学
上
の
父
の
生
活
状
況
を
基
準
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
解
さ
れ
て
い
る）
₃₈
（

。
そ
の
た
め
、
表
見
上
の
父
の
償
還

請
求
に
お
い
て
は
、
子
が
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
有
す
る
扶
養
請
求
権
の
額
、
す
な
わ
ち
、
生
物
学
上
の
父
が
子
に
扶
養
を
義
務
付
け
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
額
が
上
限
と
な
る）
₃₉
（

。

四　

過
大
負
担
の
回
避

　

前
述
し
た
通
り
、
表
見
上
の
父
は
生
物
学
上
の
父
に
対
し
、
自
身
が
子
に
給
付
し
た
扶
養
料
の
全
額
を
請
求
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
生

物
学
上
の
父
が
子
に
扶
養
を
義
務
付
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
額
が
上
限
と
な
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
表
見
上
の
父
が
実
際
に
給
付
し
た

額
を
大
き
く
下
回
る
額
で
し
か
移
転
が
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
表
見
上
の
父
の
扶
養
料
償
還
請
求

は
、
以
下
の
二
つ
の
制
限
に
服
す
る
。

　

一
つ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
四
項
の
制
限
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
四
項
に
よ
り
、
扶
養
請
求
権
の
移
転
は
、
扶
養
権
利
者
た
る

子
の
不
利
益
に
な
る
と
き
は
主
張
で
き
な
い）
₄₀
（

。
す
な
わ
ち
、
表
見
上
の
父
が
生
物
学
上
の
父
に
償
還
請
求
を
し
、
生
物
学
上
の
父
が
応
じ
た

場
合
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
物
学
上
の
父
の
財
産
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
子
の
将
来
お
よ
び
現
在
の
扶
養
請
求
が
危
う
く

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
定
債
権
譲
渡
の
一
般
的
な
法
原
理
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
の
扶
養
請
求
権
の
移
転
に
も
妥
当

す
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
債
権
の
譲
渡
人
（
以
前
の
債
権
者
）
に
扶
養
請
求
権
の
移
転
に
よ
っ
て
法
的
に
不
利
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
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要
請
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
子
の
現
在
ま
た
は
将
来
の
扶
養
請
求
権
が
、
表
見
上
の
父
に
移
転
さ
れ
た
請
求
権
に
優
位
し
、
償
還
請
求
権
を

行
使
す
る
時
点
で
生
物
学
上
の
父
の
給
付
能
力
が
な
い
場
合
に
は
、
償
還
請
求
は
理
由
の
な
い
も
の
と
し
て
棄
却
さ
れ
る
。

　

二
つ
目
の
制
限
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条
三
項
で
あ
る）
₄₁
（

。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条
三
項
は
、
扶
養
権
利
者
が
法
的
な
理
由
や
、
扶
養
義
務
者

に
存
す
る
事
実
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
扶
養
請
求
権
の
主
張
を
阻
止
さ
れ
て
い
た
過
去
の
期
間
の
扶
養
料
を
請
求
す
る
場
合
、
全
額
又
は
即

時
の
履
行
が
義
務
者
に
と
っ
て
不
当
な
苛
酷
さ
（unbillige H

ärte

）
を
意
味
す
る
限
り
で
、
債
権
の
全
額
又
は
一
部
の
免
除
も
し
く
は
支

払
猶
予
が
な
さ
れ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
不
当
な
苛
酷
さ
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
生
物
学
上
の
父
の
経
済
状
況
や
償
還
す
べ
き
金
額
が
考

慮
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
表
見
上
の
父
の
経
済
状
況
や
償
還
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
、
双
方
の
経
済
的
な
関
係
を
総
合
的
に
比
較

し
て
慎
重
に
判
断
さ
れ
る）
₄₂
（

。
ま
た
、
生
物
学
上
の
父
が
、
い
つ
の
時
点
か
ら
自
身
が
子
の
生
物
学
上
の
父
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か

も
不
当
な
苛
酷
さ
の
審
査
に
お
い
て
重
要
な
考
慮
要
素
と
解
さ
れ
て
い
る）
₄₃
（

。
全
額
免
除
が
認
め
ら
れ
る
の
は
例
外
的
な
場
合
の
み
で
あ
り）
₄₄
（

、

ま
ず
は
も
っ
と
も
緩
や
か
な
方
法
と
し
て
支
払
猶
予
が
検
討
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
高
額
な
償
還
義
務
の
負
担
に
よ
り
子
や
生
物
学
上
の
父
の

妻
の
扶
養
が
客
観
的
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
猶
予
や
減
額
で
は
危
険
が
回
避
で
き
な
い
場
合
に
は
全
額
免
除
の
余
地
も
あ
る
。
も
し
不
当
な

苛
酷
さ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
（
信
義
則
）
の
適
用
も
排
除
さ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。

　

第
三
章　

償
還
の
遮
断
効

一　

問
題
の
所
在

　

前
章
で
概
観
し
た
通
り
、ド
イ
ツ
で
は
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
表
見
上
の
父
が
子
に
給
付
し
た
過
去
の
扶
養
料
を
償
還
す
る
シ
ス
テ
ム
を
、

生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
子
の
扶
養
請
求
権
を
移
転
さ
せ
る
と
い
う
法
定
債
権
譲
渡
の
形
で
用
意
し
て
い
た
。
生
物
学
上
の
父
に
と
っ
て
苛
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酷
な
負
担
と
な
る
場
合
の
調
整
や
、
子
の
利
益
に
適
う
よ
う
な
規
定
も
用
意
さ
れ
、
不
当
利
得
や
事
務
管
理
な
ど
、
他
の
請
求
権
に
よ
ら
ず

容
易
で
妥
当
な
解
決
が
望
め
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
は
、
表
見
上
の
父
の
償
還
請
求
を
遮
断

す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら）
₄₅
（

、
こ
れ
ら
遮
断
効
（R

echtsausübungssperre

）
と
表

見
上
の
父
の
償
還
請
求
と
の
関
係
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
遮
断
効
を
定
め
た
規
定
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
と
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
で
あ
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
父
子
関
係
が
裁
判
上
確
認
さ
れ
た
時
点
か
ら
父
子
関
係
の
法
的
効

果
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
も
、
認
知
の
法
的
効
果
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
認

知
が
さ
れ
た
時
点
か
ら
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
本
来
、子
と
父
と
の
父
子
関
係
の
効
力
は
出
生
の
時
点
か
ら
存
在
し
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
八
九
条
一
項
一
文
に
よ
り
、
生
物
学
上
の
父
と
子
と
の
間
の
血
縁
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
遺
伝
的
な
血
縁
に
基
づ
い
て
存
在
す
る）
₄₆
（

。

し
か
し
、
前
述
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
や
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
に
よ
り
、
父
子
関
係
が
法
的
に
確
認
さ
れ
る
時
点
ま
で
親
子
間

の
権
利
義
務
に
関
す
る
主
張
が
妨
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
扶
養
請
求
権
に
つ
い
て
も
父
子
関
係
が
法
的
に
確
認
さ
れ
た
後
に
初
め

て
、
出
生
時
に
遡
っ
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る）
₄₇
（

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
や
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
は
、
血
縁
に

よ
り
導
か
れ
る
は
ず
の
権
利
義
務
の
行
使
を
阻
止
す
る
機
能
を
営
む
た
め
、
遮
断
効
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
表
見
上
の
父
に
は
認
知
や
裁
判
上
の
確
認
に
関
与
す
る
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
二
条
二
号
に
よ
り
、
父
子
関
係
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然
生
物
学
上
の
父
だ
け
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条

ｅ
（
た
だ
し
二
〇
〇
八
年
の
家
事
事
件
手
続
法
の
制
定
に
伴
い
削
除
さ
れ
た
。
現
行
法
上
、
明
文
の
規
定
は
な
い
が
実
質
的
変
更
は
な
い
と

さ
れ
る
。）
に
よ
り
、
裁
判
上
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
子
、
母
お
よ
び
生
物
学
上
の
父
の
み
で
あ
る）
₄₈
（

。
し
た
が
っ
て
、
表
見

上
の
父
と
子
と
の
間
の
父
子
関
係
が
否
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
生
物
学
上
の
父
や
母
、
子
が
法
的
な
父
子
関
係
の
確
認
を
申
し
立
て
な
い
限
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り
、
子
に
は
法
的
な
父
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
表
見
上
の
父
は
償
還
請
求
を
行
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
長
ら
く
、
以
上
の
遮
断
効
を
前
提
と
し
、
表
見
上
の
父
が
子
に
給
付
し
た
扶
養
料
に
関
す
る
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
償
還
請

求
は
、
生
物
学
上
の
父
と
子
と
の
父
子
関
係
が
対
世
的
、
確
定
的
に
確
認
さ
れ
た
場
合
に
初
め
て
行
使
で
き
る
と
し
て
い
た）
₄₉
（

。
も
っ
と
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
学
説
か
ら
の
批
判
が
あ
り
、
生
物
学
上
の
父
が
事
実
上
判
明
し
て
い
る
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
表
見
上
の
父
か
ら
生

物
学
上
の
父
に
対
す
る
扶
養
料
の
償
還
請
求
を
認
め
、
そ
の
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
、
身
分
的
効
果
を
伴
わ
な
い
事
実
上
の
父
子
関
係
の

確
認
（﹁
付
随
的
な
確
認
﹂
と
呼
ば
れ
る
）
を
認
め
る
べ
き
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
子
に
と
っ
て
負
担
と
な

る
よ
う
な
父
子
関
係
の
確
認
は
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た）
₅₀
（

。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
生
物
学

上
の
父
と
子
と
の
間
で
法
的
な
父
子
関
係
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
も
例
外
的
に
償
還
請
求
を
認
め
る
下
級
審
判
例
が
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
九
九
年
六
月
一
六
日
の
決
定
で
、
先
行
す
る
表
見
上
の
父
の
否
認
訴
訟

に
お
い
て
生
物
学
上
の
父
と
思
わ
れ
る
Ｙ
を
も
含
め
た
血
縁
鑑
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｙ
が
生
物
学
上
の
父
で
あ
る
確
率
は
九
九
・
九
九
九

％
で
あ
っ
た
こ
と
、
Ｙ
は
父
子
関
係
を
争
わ
ず
、
む
し
ろ
自
身
が
父
で
あ
る
と
書
簡
で
認
め
て
い
た
こ
と
、
Ｙ
は
子
の
母
や
子
と
家
族
と
し

て
共
に
生
活
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
遮
断
効
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
信
義
則
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
）
に
反
す

る
と
し
て
、
例
外
的
に
償
還
請
求
を
認
容
し
た）
₅₁
（

。

　

学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
判
決
に
無
条
件
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
た）
₅₂
（

。
フ
ー
バ
ー
（C

hristian H
uber

）
は
、
生

物
学
上
の
父
が
子
を
認
知
せ
ず
、
子
や
母
が
父
子
関
係
の
確
認
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
に
は
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の

た
め
に
表
見
上
の
父
の
請
求
権
が
行
使
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、表
見
上
の
父
に
償
還
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、

そ
れ
を
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
も
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た）
₅₃
（

。
さ
ら
に
フ
ー
バ
ー
は
、
表
見
上
の
父
が
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
被
告

（
生
物
学
上
の
父
と
思
わ
れ
る
人
物
）
が
子
の
生
物
学
上
の
父
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
う
る
場
合
、例
え
ば
先
行
す
る
否
認
手
続
に
お
い
て
、
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五
九

生
物
学
上
の
父
と
思
わ
れ
る
人
物
を
も
含
め
て
父
子
関
係
の
鑑
定
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、償
還
請
求
を
認
容
す
べ
き
で
あ
り
、

反
対
に
、
表
見
上
の
父
が
単
な
る
推
測
だ
け
で
被
告
に
対
し
て
償
還
請
求
を
提
起
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
遮
断
効
を
引
き
合
い
に
出
す
べ

き
と
い
う）
₅₄
（

。
ラ
ウ
シ
ャ
ー
（T

hom
as R

auscher

）
も
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
に
従
う
と
し
て
も
、
生
物
学
上
の
父
が

父
子
関
係
を
争
わ
ず
、
子
を
実
質
的
に
父
と
し
て
監
護
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
外
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
し
た）
₅₅
（

。
そ
し
て
つ
い
に
、

二
〇
〇
八
年
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
、
償
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
付
随
的
に
父
子
関
係
の
確
認
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
至

っ
た
。

二　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
八
年
四
月
一
六
日
判
決（
（（
（

（
一
）　

事
案
の
概
要

　

原
告
Ｘ
は
一
九
八
九
年
に
Ａ
女
と
婚
姻
し
、
婚
姻
生
活
は
二
〇
〇
四
年
に
離
婚
す
る
ま
で
続
い
た
。
婚
姻
中
に
、
長
女
が
一
九
九
二
年
に
、

次
女
が
一
九
九
四
年
に
、
さ
ら
に
長
男
が
一
九
九
五
年
に
出
生
し
た
が
、
二
〇
〇
四
年
二
月
二
三
日
の
家
庭
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
Ｘ
は
三

人
の
子
の
父
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
人
の
子
ら
の
父
子
関
係
は
、
認
知
も
裁
判
上
の
確
認
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

被
告
Ｙ
は
Ａ
女
の
愛
人
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ｘ
を
除
け
ば
Ａ
女
の
懐
胎
期
間
中
に
Ｙ
の
み
が
Ａ
女
と
性
的
関
係
を
も
っ
た
と
主
張
し
た
。
ま

た
、
Ｙ
も
Ａ
女
も
父
子
関
係
の
法
的
な
確
認
を
拒
み
、
Ｙ
は
Ｘ
の
費
用
で
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
に
協
力
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
こ
の
よ

う
な
中
で
、
Ｘ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
三
項
二
文
に
よ
り
自
身
に
移
転
し
た
子
ら
の
扶
養
請
求
権
を
行
使
し
、
ま
ず
、
Ｙ
の
収
入
に
関
す

る
情
報
の
開
示
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
区
裁
判
所
は
、
訴
え
を
全
体
と
し
て
棄
却
し
た
。
さ
ら
に
ツ
ェ
レ
上
級
地

方
裁
判
所
も
、
従
来
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
に
従
い
、
表
見
上
の
父
と
生
物
学
上
の
父
と
考
え
ら
れ
る
男
性
と
の
間
の
償
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、

そ
の
前
提
問
題
と
し
て
父
子
関
係
を
付
随
的
に
確
認
す
る
こ
と
（Inzidentfeststellung
）
は
認
め
ら
れ
ず
、
Ｙ
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
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四
項
の
遮
断
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
、本
件
に
お
い
て
権
利
濫
用
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
Ｘ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
上
告
し
た
。

（
二
）　

判
旨

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ま
ず
、
表
見
上
の
父
と
生
物
学
上
の
父
と
考
え
ら
れ
る
者
と
の
間
の
償
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
父
子
関
係
を
付
随
的
に
確

認
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
一
九
九
三
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
決
定
当
時
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
法
的
状
態
が
以
下
の
二
点
に
お
い
て
現
在
と
は

異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、﹁
一
九
九
八
年
一
二
月
四
日
に
施
行
さ
れ
た
﹃
法
定
官
庁
保
護
の
廃
止
と
補
佐
制
度
の

新
規
定
に
関
す
る
法
律
（G

esetz zur A
bschaffung der gesetzlichen A

m
tspflegeschaft und N

euordnung des R
echts der 

B
eistandschaft

）﹄
に
よ
り
⋮
子
の
生
物
学
上
の
父
が
自
身
の
父
子
関
係
を
確
認
し
な
い
場
合
、
父
子
関
係
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
か
否

か
は
、
子
が
成
年
に
達
す
る
ま
で
母
の
意
思
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
⋮
生
物
学
上
の
父
や
子
の
母
が
彼
ら
に
帰
属
す
る
確
認
の
権
利

を
行
使
し
な
い
限
り
、
表
見
上
の
父
は
償
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、﹁
一

九
九
三
年
の
決
定
当
時
、
子
の
血
縁
に
つ
い
て
は
、
身
分
関
係
の
存
否
を
本
案
と
す
る
訴
訟
手
続
に
お
い
て
の
み
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
と
は
別
に
、
生
物
学
的
な
血
縁
関
係
の
存
否
を
確
認
す
る
手
続
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
法
的
な
父
子
関
係
と

生
物
学
上
の
父
子
関
係
の
不
一
致
を
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
認
識
が
存
在
し
た
が
、二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た﹃
否

認
手
続
と
関
係
し
な
い
父
子
関
係
の
解
明
に
関
す
る
法
律
（G

esetz zur K
lärung der V

aterschaft unabhängig vom
 

A
nfechtungsverfahren

）﹄
に
よ
り
、
真
実
と
は
異
な
る
と
判
明
し
た
子
の
法
的
な
身
分
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
子
の
血
縁
関
係
の
存
否
を

解
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
出
自
解
明
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
八
条
ａ
）

が
明
文
化
さ
れ）
₅₇
（

、
身
分
上
の
地
位
と
は
無
関
係
に
父
子
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
法
律
上
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
う
え
、﹁
償
還
請
求
訴

訟
に
お
け
る
付
随
的
な
確
認
は
、
訴
訟
の
当
事
者
間
で
す
ら
既
判
力
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
⋮
単
に
請
求
権
が
存
在
す
る
こ
と
の
前
提
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問
題
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
﹂。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
実
質
的
に
遮
断
効
を
破
っ
て
償
還
請
求
を
認
め
る
た
め
に
、
父

子
関
係
の
付
随
的
な
確
認
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。

　

し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
付
随
的
な
確
認
が
許
容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
ず
、﹁
本
件
の
よ

う
に
、
父
子
関
係
確
認
手
続
の
提
訴
権
者
が
長
期
間
父
子
関
係
の
確
認
を
明
確
に
拒
否
し
て
い
る
な
ど
、
提
訴
権
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
し

な
い
た
め
に
父
子
関
係
の
確
認
が
長
期
間
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
﹂
が
必
要
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、﹁
表
見
上

の
父
が
被
告
に
対
し
て
何
ら
の
根
拠
も
な
く
子
の
真
の
父
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
場
合
﹂
に
は
、
付
随
的
な
確
認
は
許
容
さ
れ
ず
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
二
項
を
援
用
し
つ
つ
、
表
見
上
の
父
は
、
少
な
く
と
も
被
告
が
母
の
懐
胎
期
間
中
に
母
と
性
的
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を

立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た）
₅₈
（

。

　

さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
。﹁
被
告
（
真
実
の
父
）
の
償
還
を
求
め
ら
れ
な
い
利

益
は
保
護
に
値
せ
ず
、
⋮
婚
姻
生
活
中
の
不
貞
を
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
い
う
母
の
利
益
は
、
す
で
に
先
行
す
る
否
認
訴
訟
で
明
白
に
な
っ

て
い
る
た
め
問
題
に
な
ら
な
い
。
⋮
父
子
関
係
の
否
認
後
の
子
の
利
益
は
、
真
の
父
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
父
の
い
な
い
状
態
を
維
持

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
が
生
物
学
上
の
父
で
あ
る
か
否
か
の
付
随
的
な
確
認
は
、
通
常
は
子
の
利
益
を
侵
害
し
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
と
異
な
る
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
。
例
え
ば
、
本
件
の
よ
う
に
被
告
が
子
や
母
と
既
に
共
に
生
活
し
、
子
と
家
族
生
活

を
営
ん
で
い
る
場
合
、
付
随
的
な
確
認
に
よ
り
被
告
が
子
の
生
物
学
上
の
父
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
り
す
る
と
、
被
告
と
の
社
会
的
家

族
的
な
結
付
き
を
維
持
す
る
子
の
利
益
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
﹂
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、﹁
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
父
子
関
係
の

付
随
的
な
確
認
に
よ
り
、
第
三
者
の
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
慎
重
に
職
権
で
調
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂。

　

そ
の
う
え
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
本
件
に
お
い
て
、
請
求
額
や
、
Ｙ
の
被
告
適
格
な
ど
に
つ
い
て
十
分
に
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
事
件
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を
上
級
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

（
三
）　

小
括

　

本
判
決
は
、
一
貫
し
て
父
子
関
係
の
付
随
的
な
確
認
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
、
近
年
の
法
改
正
の
影
響
を
受
け
て
、
初
め
て
例

外
的
に
過
去
の
扶
養
料
の
償
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
父
子
関
係
の
付
随
的
な
確
認
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
案

で
は
、
表
見
上
の
父
が
三
人
の
子
を
自
ら
の
子
と
信
じ
て
扶
養
し
て
き
た
が
、
実
際
は
三
人
全
員
が
自
身
の
子
で
は
な
く
、
否
認
し
た
時
点

で
は
す
で
に
、
長
女
は
一
一
歳
、
次
女
は
九
歳
、
長
男
は
八
歳
に
な
っ
て
い
た
。
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で
す
ら
、
生
物
学

上
の
父
と
の
父
子
関
係
が
法
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
表
見
上
の
父
に
ま
っ
た
く
償
還
の
機
会
を
与
え
な
い
の
は
、
妥
当
と
は
言

え
な
い
と
し
、
付
随
的
な
確
認
を
許
容
し
た
本
判
決
に
賛
同
す
る
見
解
が
あ
る）
₅₉
（

。
ま
た
、
表
見
上
の
父
の
償
還
請
求
を
認
め
て
も
、
そ
の
こ

と
で
子
ら
の
家
庭
の
平
和
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
表
見
上
の
父
に
対
し
て
償
還
請
求
を
行
わ
な
い
よ
う
要
求
す
べ
き
で
も
な
い
と

し
て
、
本
判
決
を
評
価
す
る
見
解
も
存
在
す
る）
₆₀
（

。

　

表
見
上
の
父
に
よ
る
償
還
請
求
に
お
い
て
、
生
物
学
上
の
父
と
思
わ
れ
る
被
告
と
子
と
の
父
子
関
係
の
付
随
的
な
確
認
を
許
容
す
る
要
件

と
し
て
、
本
判
決
は
い
く
つ
か
の
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
生
物
学
上
の
父
や
母
な
ど
の
父
子
関
係
確
認
訴
訟
の
提
訴
権
者
が
、
訴

え
を
提
起
し
な
い
た
め
に
父
子
関
係
の
確
認
が
長
期
間
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
見
上
の
父
は
、
少

な
く
と
も
、
被
告
が
母
の
懐
胎
期
間
中
に
母
と
性
的
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
立
証
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
憲
法
上
保
護
さ
れ

る
べ
き
第
三
者
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
こ
と
も
要
件
と
な
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
本
件
で
は
、
被
告
と
子
と
の
間
に
実
質
的
な
家
庭
生
活

（
社
会
的
家
族
的
関
係
）
が
あ
る
場
合
に
、
付
随
的
な
確
認
の
結
果
、
む
し
ろ
被
告
と
子
の
父
子
関
係
の
不
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の

こ
と
で
社
会
的
家
族
的
関
係
が
崩
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
き
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
特
に
子
と
被
告
と
の
間
に
社
会
的
家
族
的
関
係
が
存
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在
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
付
随
的
な
確
認
の
許
否
を
慎
重
に
判
断
す
べ
き
こ
と
を
示
し
た
。
本
判
決
の
後
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
二
〇
〇
八
年
一
〇

月
二
二
日
判
決
に
お
い
て
も
、
本
判
決
を
引
用
し
、
付
随
的
な
確
認
を
許
容
し
て
い
る）
₆₁
（

。

三　

本
判
決
の
消
滅
時
効
へ
の
影
響

　

償
還
請
求
権
も
、
他
の
請
求
権
と
同
様
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
に
従
い
、
三
年
の
消
滅
時
効
に
服
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
九
条
一
項
よ
り
、
三

年
の
消
滅
時
効
は
、
請
求
権
が
発
生
し
、
債
権
者
が
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
と
債
務
者
本
人
を
知
り
、
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て

知
り
う
べ
き
だ
っ
た
年
の
年
末
に
進
行
を
開
始
す
る
。
こ
れ
は
、
債
権
者
が
最
初
に
請
求
権
を
主
張
し
、
緊
急
の
場
合
に
は
消
滅
時
効
を
停

止
さ
せ
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
う
る
時
点
と
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
扶
養
料
の
償
還
請
求
に
関
し
て
は
、
債
権
者
は
子
を
指
す
と
さ
れ
る

が
、
本
章
一
で
詳
述
し
た
遮
断
効
が
あ
る
た
め
、
子
は
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
確
定
的
に
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
、
扶
養
請
求
権
を
行
使

で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
身
分
法
上
確
定
し
た
時
点
が
消
滅
時
効
の
起
算
点
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た）
₆₂
（

。
し

か
し
、
上
述
し
た
通
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
が
変
更
さ
れ
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
法
的
に
確
認
さ
れ
る
前
に
、
表
見
上
の
父
が
償
還
請
求

を
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
起
算
点
に
関
す
る
従
来
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
決
定
で
明
確
に
否
定
さ
れ
た）
₆₃
（

。
す
な
わ

ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
二
日
の
決
定
に
お
い
て
、
本
章
二
で
紹
介
し
た
二
〇
〇
八
年
四
月
一
六
日
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
の
遮
断
効
は
、
消
滅
時
効
の
起
算
点
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
移
転
し
た
扶
養
請
求
権
を
裁
判
上
主
張

す
る
の
に
、
法
的
な
障
害
と
な
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
表
見
上
の
父
と
子
と
の
法
的
父
子
関
係
が
存
在
し
、
表
見
上
の
父
が
扶
養
義
務
者

と
見
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
子
の
扶
養
請
求
権
は
存
在
し
え
な
い
が
、
表
見
上
の
父
と
の
父
子
関
係
が
確
定

的
に
否
認
さ
れ
て
初
め
て
、
子
の
出
生
時
に
遡
り
、
表
見
上
の
父
が
扶
養
義
務
な
し
に
扶
養
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
確
定
す
る
と
し
、
生

物
学
上
の
父
と
思
わ
れ
る
男
性
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
の
時
効
期
間
は
、
早
く
と
も
父
子
関
係
の
否
認
が
確
定
し
た
年
の
年
末
を
も
っ
て
開
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始
す
る
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
判
例
上
、
償
還
請
求
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
は
、
生
物
学
上
の
父
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
父
子
関

係
の
否
認
が
確
定
し
た
年
の
年
末
と
解
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章　

お
わ
り
に

　

法
的
な
親
子
関
係
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
血
縁
関
係
の
有
無
が
基
本
的
な
考
慮
要
素
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
的
父
子
関

係
と
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
一
致
し
な
い
場
合
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
法
は
、
否
認
権
者
や
否
認
期
間
を
拡
大
し
、

法
的
父
子
関
係
と
生
物
学
上
の
父
子
関
係
の
不
一
致
を
解
消
で
き
る
よ
う
に
法
改
正
を
実
施
し
て
き
た
。
現
在
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六

〇
〇
条
に
よ
り
、
法
的
な
父
、
母
、
子
、
生
物
学
上
の
父
に
否
認
権
が
あ
り
、
否
認
期
間
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｂ
一
項
に
よ
り
、
こ
れ
ら

の
者
が
父
子
関
係
の
存
在
を
否
定
す
る
事
情
を
知
っ
た
時
か
ら
二
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
子
の
否
認
権
に
関
し
て
は
、
成
年
に
達
す
る
ま
で
に

法
定
代
理
人
が
適
時
の
否
認
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
子
が
成
年
に
達
し
て
か
ら
、
父
子
関
係
の
存
在
を
否
定
す
る
事
情
を
知
っ
た
時
を

起
算
点
と
す
る
二
年
間
の
否
認
期
間
と
、
父
子
関
係
の
維
持
を
期
待
し
え
な
い
よ
う
な
事
情
を
知
っ
た
時
点
か
ら
二
年
間
の
否
認
期
間
が
認

め
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｂ
三
項
お
よ
び
六
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
子
が
出
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
時
点
が
起
算
点
で
は
な
い

た
め
、
子
が
出
生
し
て
か
ら
長
期
間
経
過
し
た
後
に
、
そ
の
父
子
関
係
を
争
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
親
子
法
の
根
本
に

は
、
生
物
学
上
の
父
に
父
と
し
て
の
法
的
な
責
任
を
負
担
さ
せ
る
べ
き
と
の
発
想
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）
₆₄
（

。

　

本
稿
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
法
的
な
父
が
子
と
の
父
子
関
係
を
否
認
し
、
過
去
に
子
の
た
め
に
給
付
し
た
扶
養
料
を
償
還
す
る
と
い
う
場

合
に
も
、
子
や
母
で
は
な
く
、
本
来
扶
養
義
務
を
負
担
す
べ
き
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
償
還
を
求
め
る
た
め
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

償
還
請
求
を
認
め
る
特
別
な
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
管
理
や
不
当
利
得
な
ど
の
一
般
的
な
請
求
権
を
行
使
す
る
必
要
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は
な
い
。
も
っ
と
も
、
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
直
接
の
償
還
請
求
が
許
容
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
れ
に
は
制
限
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
請
求

額
は
、
表
見
上
の
父
が
実
際
に
払
っ
た
扶
養
料
の
額
で
は
な
く
、
生
物
学
上
の
父
が
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
額
が
基
準
と
な
る
。
さ
ら
に
、

生
物
学
上
の
父
が
償
還
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
子
の
将
来
ま
た
は
現
在
の
扶
養
請
求
が
危
う
く
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
償
還
を
求
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
償
還
請
求
の
全
額
ま
た
は
即
時
の
履
行
が
、
生
物
学
上
の
父
に
と
っ
て
不
当
に
苛
酷
と
な
る
場
合
に
は
、
全
額
免

除
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
な
お
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
生
物
学
上
の
父
が
事
実
上
判
明
し
て
い
て
も
、
生
物
学
上
の
父
が
子
と
の
父
子
関
係
を
作
ろ
う
と

し
な
い
場
合
に
は
、
法
的
な
父
が
確
定
し
て
い
な
い
以
上
、
償
還
請
求
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
一
貫
し
て
、
償
還
請

求
訴
訟
に
お
い
て
父
子
関
係
を
付
随
的
に
確
認
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、つ
い
に
二
〇
〇
八
年
に
限
ら
れ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、

例
外
的
に
父
子
関
係
の
付
随
的
な
確
認
を
許
容
し
、
遮
断
効
を
破
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
来
親
と
し
て
の
責
任
を
負
担

す
べ
き
生
物
学
上
の
父
に
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
趣
旨
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
法
的
な
父
が
子
に
給
付
し
て
き
た
扶
養
料
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
十
分
な
議
論
が
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
裁
判
例
も
母
に
対
す
る
養
育
費
の
不
当
利
得
返
還
請
求
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
し
か
な
い
。
そ
も

そ
も
母
が
不
当
に
利
得
を
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
も
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
本
来
父
と
し
て
子
の
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
る

生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
請
求
の
可
能
性
を
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
物
学
上
の
父
に
対
し
て
は
、
事
務
管
理
に
基
づ
く

費
用
償
還
請
求
（
民
七
〇
二
条
一
項
）
や
、
不
当
利
得
返
還
請
求
（
民
七
〇
三
条
）
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
う
る）
₆₅
（

。
そ
の
際
に
は
、
生
物
学

上
の
父
に
対
す
る
償
還
請
求
が
、
子
の
将
来
に
わ
た
る
扶
養
を
危
う
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き

か
と
い
っ
た
問
題
や
、
子
と
生
物
学
上
の
父
と
の
間
に
法
的
父
子
関
係
が
存
し
な
い
場
合
で
も
償
還
請
求
を
許
容
し
う
る
か
と
い
っ
た
問
題

が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が）
₆₆
（

、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
解
決
が
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
六
号�

四
八

ド
イ
ツ
に
お
け
る
父
子
関
係
の
否
認
と
過
去
の
扶
養
料
の
償
還

一
九
六
六

（
1
）　

日
本
に
お
け
る
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
幹
朗
﹁
嫡
出
推
定
の
意
義
と
問
題
点
﹂
有
地
享
編
﹃
現
代
家
族
法
の
諸
問
題
﹄（
弘
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）
二
六
五
頁
以
下

等
を
参
照
。

（
2
）　

山
木
戸
克
己
﹃
人
事
訴
訟
手
続
法　

家
事
審
判
法
︹
復
刻
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
五
八
～
五
九
頁
。

（
3
）　

北
野
俊
光
＝
梶
村
太
市
編
﹃
家
事
人
事
事
件
の
理
論
と
実
務
︹
第
二
版
︺﹄︹
大
西
嘉
彦
︺　
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）
三
九
五
頁
以
下
。

（
4
）　

冷
水
登
紀
代
﹁
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
二
一
日
判
決
判
批
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
5
）　

冷
水
・
前
掲
注
（
4
）
一
〇
一
頁
。
ま
た
、
中
川
忠
晃
﹁
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
二
一
日
判
決
判
批
﹂
民
事
判
例
Ⅲ
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
六
頁
も
、
親
子
関
係

不
存
在
確
認
訴
訟
や
審
判
の
効
果
と
嫡
出
否
認
の
効
果
に
は
特
筆
す
べ
き
差
異
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
訴
訟
や
審
判
に
つ
い
て
も
遡
及
効
を
認
め

る
べ
き
と
す
る
。

（
6
）　

た
だ
し
、
父
子
関
係
が
否
定
さ
れ
た
子
の
母
と
婚
姻
し
て
い
た
場
合
に
は
、
夫
婦
と
他
方
配
偶
者
の
継
子
が
家
族
関
係
を
送
っ
て
い
る
状
態
と
類
似
し
た
状
況
に
な
る
が
、

婚
姻
期
間
中
に
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
婚
姻
費
用
の
中
に
継
子
の
養
育
費
や
教
育
費
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
ま
た
、
八
七
七
条
二
項
に
よ
り
、

姻
族
一
親
等
の
夫
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
家
庭
裁
判
所
が
扶
養
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
7
）　

冷
水
・
前
掲
注
（
4
）
一
〇
〇
頁
。
嫡
出
否
認
を
し
た
父
が
子
に
給
付
し
た
扶
養
に
係
る
調
整
の
要
否
と
可
否
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
小
池
泰
﹁
嫡
出
否

認
と
扶
養
負
担
の
調
整
︱
嫡
出
否
認
制
度
改
正
の
前
提
作
業
と
し
て
︱
﹂
法
曹
時
報　

六
八
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
8
）　
Y1
が
申
し
立
て
た
婚
姻
費
用
分
担
請
求
の
調
停
に
対
し
、
Ｘ
に
毎
月
七
万
五
千
円
（
七
月
・
一
二
月
に
は
一
九
万
五
千
円
）
の
支
払
い
を
命
ず
る
審
判
が
な
さ
れ
、
Ｘ
は
、

こ
れ
に
従
い
五
五
三
万
九
千
円
を
支
払
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
Y1
が
申
し
立
て
た
離
婚
調
停
に
基
づ
き
、
Ｘ
は
計
一
〇
五
万
円
の
養
育
費
を
支
払
っ
て
い
た
が
、
後
に
Ａ
と
Ｘ

の
親
子
関
係
の
不
存
在
が
確
定
し
、
Ｘ
が
Y1
と
そ
の
不
貞
相
手
Y2
に
対
し
不
貞
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
支
払
っ
た
婚
姻
費
用
分
担
金
と

養
育
費
が
不
当
利
得
に
あ
た
る
と
し
て
返
還
を
求
め
た
事
案
。

（
9
）　

前
訴
（
離
婚
訴
訟
）
に
お
い
て
Ｘ
の
妻
Ｙ
に
対
す
る
慰
謝
料
が
認
容
さ
れ
た
後
、
Ｘ
と
Ａ
と
の
父
子
関
係
の
不
存
在
が
確
定
し
、
改
め
て
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
と
と
も
に
、
Ｘ
が
Ａ
に
支
出
し
た
養
育
費
相
当
額
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
不
当
利
得
返
還
請
求
を
行
っ
た
事
案
。
こ
の
判
決
で
は
、﹁
Ｘ
が
子
Ａ
の
養

育
費
を
支
払
っ
た
の
は
母
Ｙ
と
の
婚
姻
関
係
の
継
続
中
の
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
、
妻
で
あ
る
Ｙ
と
嫡
出
子
の
推
定
を
受
け
る
Ａ
に
対
し
婚
姻
費
用
を
負
担
し
（
民
法
七

六
〇
条
）、
上
記
養
育
費
用
も
そ
の
一
部
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
Ｙ
お
よ
び
Ａ
の
い
ず
れ
と
の
関
係
で
も
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
⋮
、
上
記
養
育
費
相
当
額
に
つ
い
て
不
当
利
得
に
か
か
わ
る
損
失
な
い
し
利
得
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹂
と
す
る
一
方
で
、
そ
の
す
ぐ
後
で

当
事
者
間
に
法
規
範
の
許
容
し
な
い
違
法
な
均
衡
状
態
が
存
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
遡
及
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同
志
社
法
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六
九
巻
六
号�

四
九

一
九
六
七

効
に
つ
い
て
否
定
す
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
冷
水
・
前
掲
注
（
4
）
一
〇
一
頁
や
、
中
川
・
前
掲
注
（
5
）
一
六
六
頁
を
参
照
。　

（
10
）　

母
に
対
す
る
請
求
は
、
母
が
不
貞
を
明
確
に
否
定
し
、
ま
た
は
嘘
の
申
述
に
よ
り
、
表
見
上
の
父
の
父
子
関
係
の
否
認
を
妨
害
し
た
場
合
に
、
誤
っ
た
父
子
関
係
に
よ
り
生

じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
（
八
二
六
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
（B

G
H

,F
am

R
Z1990,367ff

）。
し
か
し
、
不
貞
を
自
ら
明
ら
か
に
し
な
い
だ
け
で
は

表
見
上
の
父
の
請
求
権
は
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
（B

G
H

,F
am

R
Z2013,939

）。
ま
た
、
子
に
対
し
て
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
、
従
来
か

ら
学
説
上
争
わ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
判
例
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（B

G
H

,F
am

R
Z1981,30

）。

（
11
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
〇
九
条
旧
規
定
二
項　

母
ま
た
は
母
方
の
血
族
が
子
に
扶
養
料
を
給
付
し
た
限
り
で
、
子
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
は
、
母
や
血
族
に
移
転
す
る
。
右
の
移

転
は
、
子
の
不
利
益
と
な
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
12
）　B

G
H

,F
am

R
Z1957,167ff.

（
13
）　B

G
H

,F
am

R
Z1967,S144ff.

（
14
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
当
初
、
一
五
八
九
条
二
項
で
﹁
非
嫡
出
父
子
関
係
は
、
血
族
に
あ
た
ら
な
い
も
の
と
み
な
す
﹂
と
定
め
ら
れ
、
非
嫡
出
子
は
父
と
法
的
な
血
縁
関
係
が
な
い
と

さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
九
年
の
改
正
に
よ
り
、
非
嫡
出
子
と
父
の
間
に
法
的
な
父
子
関
係
を
創
設
す
る
認
知
と
裁
判
上
の
確
認
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

野
沢
紀
雅
﹁
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
非
嫡
出
父
子
関
係
の
変
遷
︱
一
八
九
六
年
民
法
か
ら
一
九
六
九
年
非
嫡
出
子
法
ま
で
︱
﹂
法
学
新
法
八
七
巻
七
・
八
号
（
一
九
七
〇
年
）
一

五
一
頁
以
下
。

（
15
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ　

第
一
項　

子
の
父
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
は
、
他
の
扶
養
義
務
を
負
う
血
族
ま
た
は
母
の
夫
が
父
に
代
わ
っ
て
子
に
扶
養
を
給
付
し
た
と
き
は
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
現
に
扶
養
を
給
付
し
た
者
に
移
転
す
る
。
右
の
移
転
は
子
の
不
利
益
と
な
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　

第
二
項　

第
三
者
が
父
と
し
て
子
に
扶
養
を
給
付
し
た
と
き
は
、
前
項
を
準
用
す
る
。

（
16
）　B

T-D
rucks5/2370,46.

（
17
）　B

T-D
rucks5/4179,9.　

継
父
を
償
還
権
利
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
継
父
が
非
嫡
出
子
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
家
族
に
お
け
る
緊
張
感
が
緩
和
さ
れ
る
と

説
明
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、﹁
母
の
夫
﹂
に
は
、
自
身
が
父
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
子
を
扶
養
し
た
者
を
指
す
の
か
、
認
識
し
て
い
な
い
場
合
も
含
む
の
か
に
つ

い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
。（Joachim

 N
. Stolterfoht,D

er Scheinvater-R
egreß

,F
am

R
Z1971,341ff.

）

（
18
）　B

T-D
rucks5/2370,46.　

第
三
者
が
子
に
父
と
し
て
扶
養
を
給
付
す
る
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
子
の
扶
養
請
求
権
の
移
転
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
認
知
に

よ
り
父
と
さ
れ
る
者
が
給
付
し
て
き
た
ケ
ー
ス
や
、
判
決
に
よ
り
給
付
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
給
付
し
て
き
た
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
誤
っ
て
自
ら
を
父
と
信
じ
た
も
の
が
法
的

な
根
拠
な
し
に
給
付
し
て
き
た
ケ
ー
ス
に
も
償
還
が
認
め
ら
れ
る
。（M

ünchenner/W
olfgang K

öhler,F
am

ilienrecht,2.A
ufl,1987,vor§1615b,R

dnr2.

）
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（
19
）　Staudinger/E

berhard E
ichenhofer, F

am
ilienrecht,1997,vor §1615b,R

dnr.4.
（
20
）　Joachim

 N
. Stolterfoht,a.a.o.

（F
n17

）,343ff.
（
21
）　Staudinger/E

ichenhofer,a.a.o.

（F
n19

）,vor §1615b, R
dnr.6.

（
22
）　

岩
志
和
一
郎
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
族
法
改
正
の
動
向
﹂
白
鷗
法
学
八
号
（
一
九
九
七
年
）
一
七
四
頁
。

（
23
）　

岩
志
・
前
掲
注
（
21
）
一
七
四
頁
。
一
連
の
立
法
作
業
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
一
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
）　

B
T-D

rucks13/7338,21.

（
25
）　D

ieter Schw
ab,F

am
ilienrecht,17.A

ufl,B
eck C

.H
.,2009,S.406.

（
26
）　

S
ta

u
d

in
g

e
r /H

e
lm

u
t E

n
g

le
r, F

a
m

ilie
n

re
c

h
t,N

e
u

b
a

rb
.,2000

,v
o

r§1607
,R

d
n

r.46
.M

ü
n

c
h

n
e

r/ W
in

frie
d

 B
o

rn
,F

a
m

ilie
n

re
c

h
t,6

.

A
ufl,2012,vor§1607,R

dnr.8.

（
27
）　Staudinger/H

elm
ut E

ngler,a.a.o.
（F

n.26

）,vor§1607,R
dnr.43.

（
28
）　C

hristen H
uber,D

er U
nterhaltsregress des Scheinvaters,F

am
R

Z2004,145.

（
29
）　Staudinger/H

elm
ut E

ngler,a.a.o.

（F
n.26
）,vor §1607,R

dnr.45.

（
30
）　Joachim

 N
. Stolterfoht,a.a.o.

（F
n17

）,146.

（
31
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
三
条　

一
項　

過
去
の
分
に
つ
き
扶
養
権
利
者
は
、
扶
養
請
求
の
主
張
を
す
る
目
的
で
義
務
者
が
収
入
及
び
資
産
に
つ
い
て
の
情
報
の
付
与
を
求
め
ら
れ
た

時
点
、
扶
養
義
務
者
が
支
払
い
を
遅
滞
し
た
時
点
、
又
は
扶
養
請
求
に
つ
い
て
の
訴
え
が
係
属
し
た
時
点
以
降
に
つ
い
て
の
み
そ
の
履
行
又
は
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
扶
養
請
求
権
が
存
在
し
て
い
た
と
き
は
、
前
述
の
事
象
が
生
じ
て
い
た
月
の
最
初
の
日
か
ら
、
債
務
に
な
る
。

　
　

二
項　

扶
養
権
利
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
、
過
去
の
分
に
つ
い
て
第
一
項
の
制
限
な
し
に
履
行
を
請
求
で
き
る
。

　
　
　

一 　

臨
時
の
特
別
な
高
額
の
需
要
（
特
別
需
要
）
が
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
需
要
の
発
生
後
一
年
を
経
過
し
た
後
は
、
す
で
に
義
務
者
が
遅
滞
に
陥
っ
て
い
た
と
き
、
又
は

請
求
権
が
訴
訟
継
続
し
た
と
き
に
限
り
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

二　

以
下
の
期
間
に
つ
い
て

　
　
　
　

a）　

法
的
な
理
由
に
基
づ
き
、
又
は

　
　
　
　

b）　

扶
養
義
務
者
に
存
す
る
事
実
上
の
理
由
に
基
づ
き

　
　
　
　

扶
養
請
求
権
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
。
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否
認
と
過
去
の
扶
養
料
の
償
還

同
志
社
法
学　

六
九
巻
六
号�

五
一

一
九
六
九

　
　

三
項 　

第
二
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
全
額
又
は
即
時
の
履
行
が
義
務
者
に
と
っ
て
不
当
な
苛
酷
と
な
る
と
き
は
、
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
一
部
の
履
行

の
み
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、も
し
く
は
の
ち
の
時
点
で
は
じ
め
て
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
者
が
扶
養
義
務
者
に
代
わ
り
、扶
養
を
給
付
し
て
き
た
た
め
に
、

第
三
者
が
義
務
者
に
賠
償
を
請
求
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
32
）　Staudinger/H

elm
ut E

nger, F
am

ilienrecht, N
eubarb.,2000,vor§1613,R

dnr.11.

（
33
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146. 

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
や
一
五
九
四
条
一
項
に
関
し
て
の
詳
細
は
第
三
章
を
参
照
。

（
34
）　M

ünchnner/ W
infried B

orn,a.a.o.

（F
n26

）,vor§1607,R
dnr.14.

（
35
）　A

G
 K

öln,F
am

R
Z1991,735ff.

（
36
）　B

G
H

,F
am

R
Z2002,536

（
37
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146.

（
38
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146.

（
39
）　M

ünchnner/ W
infried B

orn,a.a.o.
（F

n26

）,vor§1607,R
dnr.19;K

G
 B

erlin,F
am

R
Z2000,441ff;B

G
H

,F
am

R
Z2013,939ff.

（
40
）　

同
様
の
内
容
の
規
定
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
七
条
が
規
定
さ
れ
る
以
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
五
条
ｂ
旧
規
定
に
も
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
〇
九
条
旧
規
定
に
も

存
在
し
て
い
た
。

（
41
）　

条
文
は
前
掲
注
（
31
）
を
参
照
。

（
42
）　

Staudinger /H
elm

ut E
ngler, a.a.o.

（F
n32

）,vor§1613,R
dnr.103; M

ünchnner/ W
infried B

orn,F
am

ilienrecht,7.A
ufl,2017,vor§1607,R

dnr.102.

（
43
）　L

G
 U

lm
,F

am
R

Z1995,633ff. 

子
の
父
で
あ
る
こ
と
を
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
の
扶
養
料
の
償
還
請
求
に
応
じ
る
こ
と
で
、
生
物
学
上
の
父
自
身
の
生
活
が
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
当
な
苛
酷
さ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
は
、
生
物
学
上
の
父
は
子
の
出
生
時
か
ら
自
身
が
父
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

子
の
母
か
ら
何
度
も
認
知
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
不
当
な
苛
酷
さ
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
。

（
44
）　

B
T-D

rucks.13/7338,S.32.

（
45
）　

当
時
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ａ
旧
規
定
が
、
非
嫡
出
子
の
場
合
に
お
い
て
は
、
父
子
関
係
は
認
知
ま
た
は
対
世
的
効
力
を
有
す
る
裁
判
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
父
子
関

係
の
法
効
果
は
、
本
法
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
そ
の
確
認
の
時
以
降
に
か
ぎ
り
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
た
。

（
46
）　A

lexander Schw
onberg,Scheinvaterregress und R

echtsausübungssperre,F
am

R
Z2008,450.

（
47
）　D

ieter Schw
ab,F

am
ilienrecht,17.A

ufl,B
eck C

.H
.,2009 ,S.265.
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
六
号�

五
二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
父
子
関
係
の
否
認
と
過
去
の
扶
養
料
の
償
還

一
九
七
〇

（
48
）　

生
物
学
上
の
父
の
認
知
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
五
条
一
項
に
よ
り
母
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
が
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
生
物
学
上
の
父
も
裁
判
上

の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
親
子
法
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
時
か
ら
の
改
正
経
緯
に
関
し
て
は
、
木
村
敦
子
﹁
法
律
上
の
親
子
関
係
の
構
成
原
理
︱
ド
イ
ツ
に
お
け

る
親
子
関
係
法
の
展
開
を
手
が
か
り
と
し
て
︱
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
）（
五
）（
六
）﹂
法
律
論
叢
一
六
七
巻
一
号
一
頁
、
二
号
二
二
頁
、
一
六
八
巻
六
号
一
頁
、
一
七
〇
巻

三
号
一
頁
、
一
七
四
巻
六
号
三
〇
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
一
七
六
巻
四
号
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）
を
、
ド
イ
ツ
親
子
法
に
お
け
る
母
子
関
係
や
父
子
関
係
の
創
設
・
否
定
に
関

し
て
は
野
沢
紀
雅
﹁
比
較
法
的
検
討
︱
ド
イ
ツ
﹂
社
会
と
法
二
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
49
）　B

G
H

,N
JW
1993,1195.

（
50
）　Staudinger/ T

hom
as R

auscher, F
am

ilienrecht,N
eubarb.,2011,vor§1600d,R

dnr.95.

（
51
）　O

L
G

 D
üsseldorf,F

am
R

Z2000,1032.

（
52
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146.

（
53
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146.

（
54
）　C

hristen H
uber,a.a.o.

（F
n28

）,146.

（
55
）　Staudinger /T

hom
as R

auscher,F
am

ilienrecht,2004,§1600d,R
dnr94.

こ
の
他
に
も
、
父
子
関
係
の
存
在
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
物
学
上
の
父
が
認

知
せ
ず
、
遮
断
効
を
援
用
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
信
義
則
に
反
す
る
と
す
る
見
解
や
、
子
の
利
害
を
考
慮
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
の
も
と
で
の
み
付
随
的
な
確
認
を
許
容
す
べ

き
と
す
る
見
解
な
ど
が
あ
っ
た
。
例
外
を
許
容
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
い
か
な
る
場
合
に
例
外
を
許
容
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
学
説
の
詳
細
な
紹
介
は
、A

lexander 

Schw
onberg,a.a.o.

（F
n46

）,455.

（
56
）　B

G
H

,F
am

R
Z2008,1424ff.

（
57
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
八
条
ａ　

第
一
項　

法
律
上
の
親
子
関
係
に
あ
る
父
、
子
お
よ
び
母
は
各
々
他
の
二
名
に
出
自
鑑
定
へ
の
同
意
と
鑑
定
に
要
す
る
遺
伝
子
検
体
の
採
取
の
受

忍
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

第
二
項　

そ
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
は
同
意
を
代
替
し
、
検
体
採
取
の
受
忍
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
58
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
二
項
は
父
子
関
係
の
裁
判
上
の
確
認
手
続
に
お
い
て
、
母
の
懐
胎
期
間
中
に
性
的
関
係
を
持
っ
た
男
性
を
子
の
父
と
推
定
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

本
判
決
は
、
こ
の
条
文
を
引
用
し
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
〇
〇
条
ｄ
二
項
の
推
定
に
結
び
つ
く
よ
う
よ
う
な
被
告
と
子
と
の
父
子
関
係
に
関
す
る
前
提
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
た
。

（
59
）　

M
arina W

ellenhofer,F
am

R
Z2008,1427f.
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子
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去
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扶
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還

同
志
社
法
学　

六
九
巻
六
号�

五
三

一
九
七
一

（
60
）　Staudinger/T

hom
as R

auscher a.a.o.

（F
n.50

）,vor　

§1600d,R
dnr.96.

（
61
）　B

G
H

,F
am

R
Z2008,32ff.　

こ
の
事
案
で
は
、
表
見
上
の
父
と
子
と
の
間
の
父
子
関
係
が
否
認
さ
れ
て
か
ら
、
法
的
な
父
子
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
一
年
九
カ
月

が
経
過
し
て
い
た
が
、
一
年
九
カ
月
は
二
〇
〇
八
年
四
月
一
六
日
判
決
が
判
示
し
た
父
子
関
係
の
確
認
が
長
期
間
行
わ
れ
て
い
な
い
状
態
に
当
た
る
と
さ
れ
た
。

（
62
）　

C
hristen H

uber,a.a.o.

（F
n28

）,148.

（
63
）　B

G
H

,F
am

R
Z2017,900ff.

（
64
）　

も
っ
と
も
、
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
否
認
権
の
導
入
は
、
血
縁
主
義
を
徹
底
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
血
縁
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
存
在

す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
、
血
縁
主
義
の
限
界
を
示
し
た
と
言
え
る
。
詳
細
に
関
し
て
は
拙
著
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
父
子
関
係
の
成
否
と
社
会
的
家
族
的
関
係
﹂
同
志
社
法
学

第
六
八
巻
第
二
号
一
二
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
65
）　

わ
が
国
に
お
け
る
生
物
学
上
の
父
に
対
す
る
償
還
請
求
の
検
討
は
、
小
池
・
前
掲
注
（
7
）
一
頁
以
下
。

（
66
）　

小
池
・
前
掲
注
（
7
）
二
一
頁
～
二
三
頁
で
も
論
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。




